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栃木県 宇都宮市 宇都宮市教育委員会事務局学校管理課 028-632-2723 u4609@city.utsunomiya.tochigi.jp
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/index.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 目につきやすいよう，イラストを多用し，平易な文面にしている ○ ○ ○ ○

・新小学校１年生（未就学児）における入
学準備金のみ，制度案内と申請が一体に
なっているチラシを学校（就学時健康診断
時），教育委員会（前述以外）から配布
・在校生については，制度案内と申請が一
体となっているチラシか，制度案内のみチ
ラシを全児童生徒の保護者に学校から配布

栃木県 足利市 足利市教育委員会事務局 学校管理課 0284-20-2221 gakukan@city.ashikaga.lg.jp http://www.city.ashikaga.tochigi.jp// ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載。外国語の申請書を作成。 ○

栃木県 栃木市 教育委員会事務局教育部教育総務課 0282-21-2462 kyoumu@city.tochigi.lg.jp https://www.city.tochigi.lg.jp/
栃木市公式ツイッター
@Tochigi_City_01 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市のホームページで申請書のダウンロード
が可能

栃木県 佐野市 佐野市教育委員会学校教育課 0283-20-3107 gakkoukyouiku@city.sano.lg.jp
http://www.city.sano.lg.jp/komoku/manabu/in
dex.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

栃木県 鹿沼市 教育委員会事務局 0289-63-2239 kyoiku@city.kanuma.lg.jp
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0036/info-
0000000290-0.html ○ ○ ○ ○ 入学準備金申請時に、入学後の就学援助制度について説明している。 ○

栃木県 日光市 教育委員会事務局学校教育課 0288-21-5167 gakkou-kyouiku@city.nikko.lg.jp
http://www.city.nikko.lg.jp/gakkou/shouchuu/
tetsuzuki/jun-youhogo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

チラシの表題を平易な表記とし、援助を必要とする方に情報が届くよ
う配慮している。
また、窓口にチラシを置き、転入者や入学予定者等への周知を行って
いる。 ○ ○ 〇

市ホームページから申請書のダウンロード
が可能

栃木県 小山市 教育委員会 教育総務課 0285-22-9643 d-kyosoumu@city.oyama.tochigi.jp http://www.city.oyama.tochigi.jp ○ ○ ○ ○ ○

・イラストを入れ、目につきやすい周知文とした。
・外国語版の周知文・申請書を作成（英語、スペイン語、ポルトガル
語） ○ ○

栃木県 真岡市 真岡市教育委員会学校教育課 0285-83-8180 gakkoukyouiku@city.moka.lg.jp https://www.moka-tcg.ed.jp/kyouiku_01/ ○ ○ ○ ○ ○

栃木県 大田原市 教育委員会事務局教育部学校教育課 0287-23-3124
gakkou-
kyouiku@city.ohtawara.tochigi.jp http://www.city.ohtawara.tochigi.ｊｐ/ ○ ○ ○

・外国語の申請書を作成している。
・毎年度配布している通知には、援助対象となる年間所得の目安額等
を記載している。 ○

栃木県 矢板市 矢板市教育委員会事務局教育部教育総務課 0287-43-6217 kyouiku@city.yaita.tochigi.jp http://www.city.yaita.tochigi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

栃木県 那須塩原市 教育部 学校教育課 0287-37-5289 gakkou@city.nasushiobara.lg.jp http://www.city.nasushiobara.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 平易な文面の使用、援助対象となる年間所得の目安額等を記載 ○ ○
栃木県 さくら市 さくら市教育委員会事務局 学校教育課 028-686-6620 gakukyo@city.tochigi-sakura.lg.jp http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

栃木県 那須烏山市 那須烏山市教育委員会事務局学校教育課 0287-88-6222
gakkohkyohiku@city.nasukarasuyam
a.lg.jp http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市ホームページに制度内容の周知とあわせ
て、申請書をダウンロードできるようにし
ている。

栃木県 下野市 下野市教育委員会 学校教育課 0285-32-8918
gakkoukyouiku@city.shimotsuke.lg.j
p

http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0504/info-
0000001358-3.html ○ ○ ○ ○

・地区の民生委員や学校の先生が、援助の必要があると思わ
れる家庭に対して、教育委員会に連絡するよう保護者に話し
をしている。
・2～3月に各学校に対して制度を書面で周知 ○ ○

栃木県 上三川町 教育総務課 0285-56-9156 kyouiku01@town.kaminokawa.lg.jp https://www.town.kaminokawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○
援助対象となる年間所得の目安額等を記載、転入者には必ず就学援助
制度を説明している。 ○ ○

栃木県 益子町 益子町教育委員会学校教育課学校教育係 0285-72-8862 gatukou@town.mashiko.lg.jp http://www.town.mashiko.tochigi.jp/ ○ ○ ○ 町HPに制度を掲載 ○ ○

栃木県 茂木町 生涯学習課 学校教育係 0285-63-3337 syougai.gakusyu@town.motegi.lg.jp https://www.town.motegi.tochigi.jp/ ○ ○ ○

栃木県 市貝町 こども未来課 0285-68-1119 gakou@town.ichikai.lg.jp
https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/info
/info.aspx?info_id=39154 ○ ○ ○ ○

栃木県 芳賀町
芳賀町教育委員会事務局こども育成課学校管理
係 028-677-1414 kodomo@town.tochigi-haga.lg.jp

https://www.town.haga.tochigi.jp/kurashi/kos
odate/kyouiku/shuugakuenjo.html ○ ○ ○

栃木県 壬生町 壬生町教育委員会事務局学校教育課 0282-81-1870 kyoiku@mibu.ed.jp http://www.mibu.ed.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・年度進級時、教育委員会が準備し、学校から全児童・生徒に『就学
援助制度のお知らせ』の他に申請書も同時配布し申請しやすいように
している。
・「児童扶養手当」対象者に【所得状況届】の通知を発送する際『就
学援助制度のお知らせ』を同封している。 ○

栃木県 野木町 教育委員会事務局こども教育課 0280-57-4138 kodomokyouiku@town.nogi.lg.jp
http://www.town.nogi.lg.jp/page/page00459.h
tml

http://www.nogikko-
kirari.jp/page/page000011.html ○ ○ ○ 〇 年度末に在校生に対し、案内ﾁﾗｼを配布。 ○

就学時健康診断の際に、案内ﾁﾗｼを配布するとともに、担当者が説明
している。 ○ ○ ○ 家庭訪問の際に配布。

栃木県 塩谷町 塩谷町教育委員会学校教育課 0287-48-7501 gakkou@town.shioya.tochigi.jp
https://www.town.shioya.tochigi.jp/forms/info
/info.aspx?info_id=9043 ○ ○ ○ ○ ○ 小学6年生に就学援助制度の書類を配布 ○ ○

栃木県 高根沢町
高根沢町教育委員会事務局 学校教育課 学校
支援係 028-675-1037

gakkyou@town.takanezawa.tochigi.j
p https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ 平易な文面にしてチラシの内容を分かりやすく変更した。 ○

栃木県 那須町 学校教育課 0287-72-6922 gakyo@town.nasu.lg.jp
http://cms.town.nasu.lg.jp/viewer/info.html?id
SubTop=1&id=471 ○ ○ ○ ○ ○ ○

栃木県 那珂川町 学校教育課 0287-92-1124
gkyoiku@town.tochigi-
nakagawa.lg.jp http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/ ○ ○ ○ ○

子育て支援課の窓口案内、ＨＰの就学援助案内は掲載記事見
直し中 ○ ○

①都道府県 ②市区町村名

（３）就学援助制
度に関する教職員
向け説明会の実施

（４）就学援助制度周知の工夫

ア．教職
員向け説
明会を実
施してい
る

イ．教職
員向け説
明会を実
施してい
ない

Ⅰ 平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

２．就学援助の申請方法

（１）就学援助制度の申請書の配付方法
 （あてはまるもの全てに○）

ア．学校
から希望
者に申請
書を配布

イ．教育
委員会か
ら希望者
に申請書
を配布

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他→
（２） （２）ケの内容

（１）就学援助制度の周知方法(あてはまるもの全てに○)

１．就学援助制度の周知方法

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ウ．学校
から全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配
布

エ．教育
委員会か
ら全児童
生徒もし
くは保護
者に申請
書を配布

オ．その
他
→（２） （２）オの内容



25 25

栃木県 宇都宮市

栃木県 足利市

栃木県 栃木市

栃木県 佐野市

栃木県 鹿沼市

栃木県 日光市

栃木県 小山市

栃木県 真岡市

栃木県 大田原市
栃木県 矢板市

栃木県 那須塩原市
栃木県 さくら市

栃木県 那須烏山市

栃木県 下野市

栃木県 上三川町

栃木県 益子町

栃木県 茂木町

栃木県 市貝町

栃木県 芳賀町

栃木県 壬生町

栃木県 野木町

栃木県 塩谷町

栃木県 高根沢町

栃木県 那須町

栃木県 那珂川町

①都道府県 ②市区町村名

生活保護基準額
等に掛ける係数
（倍率）

市区町村民税課税
最低限度額に掛け
る係数（倍率）

倍 倍

20 20 19 18 19 21 12 10 17 18 10 7 12 12 8 5 8 0 6 21 0 6 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

世帯員の失業，失踪，離婚，傷病若しくは死亡又は災害等により急激に
生活状態が悪化したため，学用品費等の負担が困難と認められる者

10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 平成25年8月の生活保護の基準額の1.1倍を掛けたもの 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

教育委員会が必要と認める者

10%未満 10%未満

○ 1.2 10%未満 10%未満

○ 1.3 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 その他、災害、失業等で特に学校長が認定を必要と認める場合で、教育
委員会が認める事由がある者

10%未満 10%未満

○ ○ 1.2 10%未満 10%未満

○ ○ 〇 1.2 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

・失業、離婚、世帯主の失踪、事故、災害等を証明する書類を添付し申
請した者で、申請月の前３箇月の平均の収入金額に１２を乗じて得た額
を給与所得の源泉徴収税額の付表を用いて所得に換算した場合に、その
額が所得基準額未満の保護者
・その他那須塩原市教育委員会が必要と認めた保護者。

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満 10%未満

○ 1.2 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 5%未満 5%未満

○ ○ ○ 5%未満 5%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 5%未満 5%未満

○ ○ 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 ○ 1 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
要保護に準ずる程度に困窮し、就学援助を要すると教育委員会が認めた
もの 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
民生委員による所見

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

Ⅲ 就学援助率

（１）平成30年
度

（２）令和元年
度

Ⅱ 平成３１（令和元）年度準要保護認定基準

ソ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額が変わる
と自動的に要件
が変わるもの）
→（２）係数

タ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額を参照し
て額を定めてい
るもの）
→（２）係数

チ．特別支援教
育就学奨励費の
需要額測定に用
いる保護基準
額，又は同基準
額に一定の係数
を掛けたもの
→（２）係数

ツ．市区町村民
税（所得割又は
均等割）課税最
低限度額に一定
の係数を掛けた
もの
→（３）係数お
よび目安額

テ．その他
→（４）

（２）ソ，タ，
チを選択した場
合

ケ．個人の
事業税の減
免

コ．固定資
産税の減免

ア．生活保
護法に基づ
く保護の停
止または廃
止

イ．市区町
村民税の非
課税

ウ．市区町
村民税の減
免

エ．国民年
金保険料の
免除

オ．国民健
康保険法の
保険料の減
免または徴
収の猶予

カ．児童扶
養手当の支
給

キ．保護者
が職業安定
所登録日雇
労働者

ク．P・T・A
会費，学級
費等の学校
納付金の減
免が行なわ
れている者

（３）ツを選択し
た場合

サ．学校納付金
の納付状態の悪
い者，昼食，被
服等が悪い者ま
たは学用品，通
学用品等に不自
由している者等で
保護者の生活状
態がきわめて悪
いと認められる
もの

シ．経済的
な理由によ
る欠席日数
が多い者

ス．保護者
の職業が不
安定で，生
活状態が悪
いと認めら
れる者

セ．生活福
祉資金によ
る貸付け

（１） 平成３１（令和元）年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）テの内容 （５）補足事項
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栃木県 宇都宮市

栃木県 足利市

栃木県 栃木市

栃木県 佐野市

栃木県 鹿沼市

栃木県 日光市

栃木県 小山市

栃木県 真岡市

栃木県 大田原市
栃木県 矢板市

栃木県 那須塩原市
栃木県 さくら市

栃木県 那須烏山市

栃木県 下野市

栃木県 上三川町

栃木県 益子町

栃木県 茂木町

栃木県 市貝町

栃木県 芳賀町

栃木県 壬生町

栃木県 野木町

栃木県 塩谷町

栃木県 高根沢町

栃木県 那須町

栃木県 那珂川町

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

0 0 0 4 4 4 21 21 0 0 0 0 3 3 3 22 22 0 9 9 1 1 1 1 0 0 0 15 15 0 7 8 8 1 1 1 15

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 11,800 ○ 25,300

・体育実技用具費は要保護児童生徒援助費補助金予算単価内で実績額を支給（支給実績は無）
・実費支給費目の支給平均額については，平成３１年度予算計上の単価で記載
・生徒会費・PTA会費は併せて一定額：３，６００円

○ 11,160 ○ 50,600 ○ 0 ○ 20,570 20,570
通学費については、平成30年度実績による。
医療費については、平成31（2019）年度予算額による。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 21,670 21,670 支給平均額については予算計上単価。（通学費は交付費目にあるが見込みなし）

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 22,300
平成31年度予算単価。卒業アルバム代等については、県内他市町の状況を参考にしながら決定
していく予定。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 25,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,000 ○ 25,000 学校給食費については、地域により50,640円または53,040円。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 0 ○ 23,089

通学費：実績なし
修学旅行費・校外活動費（宿泊を伴わないもの）・校外活動費（宿泊を伴うもの）：②実績額
医療費：②予算計上単価

○ 11,100 ○ 50,600 ○ 27,000
修学旅行費はH３１年度予算に計上した単価。
学校給食費 1年生は4月分のみ2,250円（他月は4,500円）割合は13.3％

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 30,000
○ 11,520 10,661 ○ 50,600 50,600 ○ 39,620 0 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 ○ 29,000
「修学旅行費」「医療費」の支給平均額は、令和元年度予算に計上した単価。「学校給食費」
は年間の支給相当額。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 40,600 ○ 修学旅行費については実費を支給

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 30,000 30,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,000

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 26,000
修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）、校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成31(令
和元)年度予算計上単価。

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 21,670 21,670

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,658

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 23,760 ◦令和元年度予算に計上した単価。

○ 13,770 ○ 50,600 ○ 23,818
学用品費に関して、1年生は11,520円以内。卒業アルバム代費は平成31年度予算計上単価。
校外活動費（泊なし、泊あり）、修学旅行費、医療費は平成30年度実績額。

○ 11,520 11,520 ○ 50,600 50,600 ○ 0 ○ 21,670 21,670 通学費と医療費は実績が無いため0円

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490

○ 11,420 ○ 50,600 ○ 36,310 ○ 30,000
・通学費及び校外活動費については、平成30年度の実績を平均したもの。
・修学旅行費及び学校給食費については、令和元（平成31）年度予算計上単価を記入。

○ 11,000 ○ 50,600 ○ 0 ○ 26,855 通学費、医療費実績無し

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

（１） 費目毎の援助額

学用品費

（２） 補足事項



25 25

栃木県 宇都宮市

栃木県 足利市

栃木県 栃木市

栃木県 佐野市

栃木県 鹿沼市

栃木県 日光市

栃木県 小山市

栃木県 真岡市

栃木県 大田原市
栃木県 矢板市

栃木県 那須塩原市
栃木県 さくら市

栃木県 那須烏山市

栃木県 下野市

栃木県 上三川町

栃木県 益子町

栃木県 茂木町

栃木県 市貝町

栃木県 芳賀町

栃木県 壬生町

栃木県 野木町

栃木県 塩谷町

栃木県 高根沢町

栃木県 那須町

栃木県 那珂川町

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

0 0 0 4 4 3 20 20 0 0 0 0 3 3 3 22 22 0 9 9 1 1 1 1 0 0 0 15 15 0 8 8 7 1 1 0 16

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 56,600 ○ 67,500

・体育実技用具費は要保護児童生徒援助費補助金予算単価内で実績額を支給（支給実績は無）
・実費支給費目の支給平均額については，平成３０年度予算計上の単価で記載
・校外活動（宿泊を伴うもの）については，２学年の予算計上の単価を記載
・生徒会費・PTA会費は併せて一定額：６，０００円

○ 22,200 ○ 57,400 ○ 43,294 ○ 60,300 60,300
体育実技用具費及び通学費については、平成30年度の実績による。
医療費については、平成31（2019）年度予算額による。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 60,300 60,300 支給平均額については予算計上単価。（通学費は交付費目にあるが見込みなし）

○ 57,400 ○ 59,800

平成31年度予算単価。卒業アルバム代等については、県内他市町の状況を参考にしながら決定
していく予定。また、体育実技用具費について、平成31年度予算単価では７,５１０円とした
が、支給上限は７,５７０円を予定している。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 72,000 ・給食費は中3生は56,700円（3月は半額支給）

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 23,000 ○ 65,000 学校給食費については、地域により58,080円または59,280円。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 0 ○ 67,154

通学費：実績なし
修学旅行費・校外活動費（宿泊を伴わないもの）・校外活動費（宿泊を伴うもの）：②実績額
医療費：②予算計上単価

○ 21,700 ○ 57,400 ○ 58,000
修学旅行費はH３１年度の予算単価。
学校給食費 3年生は3月分のみ1,800円（他月は5,200円）割合は33.6％

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 75,000
○ 22,510 22,166 ○ 57,400 57,400 ○ 80,070 0 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 ○ 79,000
「修学旅行費」「医療費」の支給平均額は、令和元年度予算に計上した単価。
「学校給食費」は年間の支給相当額であり、３年生は「５４，８１０円」である。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 ○ 47,400 修学旅行費は実費を支給

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 70,000 70,000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 74,000

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 76,500

①修学旅行費は在籍するクラスによって、見学料に差額有。対象となる準要保護生徒3人中、
76,260円が2人、76,930円が1人
②学校給食費は3年生の3月は半分になるため、年額50,400円となる。

○ 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 60,300

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 72,800

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 68,040 ◦令和元年度予算に計上した単価。

○ 24,760 ○ 57,400 ○ 64,769
学用品費に関して、1年生は22,510円以内。卒業アルバム代費は平成31年度予算計上単価。
校外活動費（泊なし、泊あり）、修学旅行費、医療費は平成30年度実績額。

○ 22,510 22,510 ○ 57,400 57,400 ○ 0 ○ 60,300 60,300 通学費と医療費は実績が無いため0円

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57,590

○ 22,320 ○ 57,400 ○ 0 ○ 80,000

・通学費については、平成30年度において実績がない。
・校外活動費については、平成30年度の実績を平均したもの。
・数学旅行費及び学校給食費については、令和元（平成31）年度予算計上単価を記入。

○ 16,500 ○ 57,400 ○ 0 ○ 77,230 通学費、医療費実績無し

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１） 費目毎の援助額

学用品費
（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費



25 25

栃木県 宇都宮市

栃木県 足利市

栃木県 栃木市

栃木県 佐野市

栃木県 鹿沼市

栃木県 日光市

栃木県 小山市

栃木県 真岡市

栃木県 大田原市
栃木県 矢板市

栃木県 那須塩原市
栃木県 さくら市

栃木県 那須烏山市

栃木県 下野市

栃木県 上三川町

栃木県 益子町

栃木県 茂木町

栃木県 市貝町

栃木県 芳賀町

栃木県 壬生町

栃木県 野木町

栃木県 塩谷町

栃木県 高根沢町

栃木県 那須町

栃木県 那珂川町

①都道府県 ②市区町村名 Ⅵ 自由記述欄

6 4 5 2 7 1 13 0 0 2 1 0 0 1 3 0 2 1 1 1 4 1

○ ○ ○ ○ ○ ○

○
当市消費者団体「足利市くらしの会」が運営している
「制服リサイクルバンク」

○

平成25年度当初に就学援助を受けていたか否かにかかわらず、平成26年度までの入学児
童及びその弟妹に関しては、平成25年8月以前の基準を踏まえて認定。（平成27年度以降
の新入学児童で、兄姉がいない場合には新基準を適用）

また、市採用のスクールソーシャルワーカーを活用し、必要と思われる世帯に経済的支援
について情報提供や助言等を行っている。

○ ○

○

○ ○ ○ ○

ＮＰＯ法人による、制服・体操着（中古品）、ランドセ
ル（新品）の給与。

○ ○

○

○
○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○

○

○ ○

○

○
益子町社会福祉協議会で整容準備支援事業を実施し、中
学校の制服等の寄付受入と生活困難者への給付を行って

○ ○ 学校と児童・生徒に関する情報共有などの連携。

○

○ ○ ○

○ ○

町社会福祉協議会で希望する生徒への制服のリサイクル
を実施

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

○

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する市町村の取組・対応につ
いて，これまでの回答への補足

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況

（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２） クの内容及び補足説明

（１）教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２） コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校（又
は校長会等）
に対して，学
用品等の取扱
いに関する通
知やマニュア
ルを提示

ケ．学校
（又は校長
会等）に対
して，他校
の取組状況
等を情報提
供

コ．その
他
→（２）

ク．その
他
→（２）

キ．把握
していな
い

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

オ．使用
する学用
品等の精
選

エ．低廉
な学用品
等の使用


